資料１　消費者安全法の規定に基づき通知された消費者事故等
	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	消費者事故等
	10,186
	10,952
	11,616
	11,944
	11,414

	
	生命身体事故等
	2,905
	2,680
	2,695
	2,632 
	2,435 

	
	
	重大事故等
	1,286
	1,280
	1,159
	1,391 
	1,487 

	
	
	重大事故等を除く生命身体事故等
	1,619
	1,400
	1,536
	1,241 
	948 

	
	財産事案
	7,281
	8,272
	8,921
	9,312 
	8,979 


	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	第12条第１項等1の規定に基づき通知された重大事故等
	1,286
	1,280
	1,159
	1,391 
	1,487 

	第12条第２項等2の規定に基づき通知された消費者事故等
	8,900
	9,672
	10,457
	10,553 
	9,927 


（備考）　１．2016年４月１日から2021年３月31日までに消費者庁へ通知された消費者事故等の件数。
　　　　　２．生命身体事故等の件数には、過去に消費者庁へ通知された事案と同一の事案について、他の機関から通知された場合は含めていない。
１）等とは、第29条第１項を示す。
２）等とは、第29条第２項を示す。
